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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第73期
第１四半期
連結累計期間

第74期
第１四半期
連結累計期間

第73期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (百万円) 23,057 24,749 110,460

経常利益又は経常損失(△) (百万円) 218 △72 5,045

当期純利益又は四半期純損失
(△)

(百万円) △91 △308 3,698

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △198 △2,827 4,975

純資産額 (百万円) 79,061 80,484 83,750

総資産額 (百万円) 162,079 173,912 178,361

１株当たり当期純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(円) △0.82 △2.77 33.24

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 48.4 45.9 46.6

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子

会社）が判断したものであります。

　
(1) 業績

当第１四半期連結累計期間における経済情勢は、欧州金融問題が解決に向かわないことから一進一退

の状況で経過しました。為替レートは前期末に円安へ向かったものの再度円高に推移する状況となりま

した。輸出比率が約７割の当社にとって不利な環境となりましたが、生産財の設備投資は世界中で底堅く

推移しました。　

当社の第１四半期連結受注（４－６月期）は、前年同期比12.9％減の300億76百万円となりました。前

四半期比では1.1％減であり、受注は期初の計画を達成しています。　

このような環境の中、当第１四半期連結累計期間における連結売上高は247億49百万円（前年同期比

7.3％増）、連結営業利益２億53百万円（前年同期比36.7％減）、連結経常損失72百万円（前年同期は２

億18百万円の連結経常利益）、連結四半期純損失３億８百万円（前年同期は91百万円の連結四半期純損

失）となりました。

前期末に比べ、受注残が約53億円増加しました。第２四半期の売上につながることから、棚卸資産が約

38億円増える結果となりました。　

売上高の進捗率（上期売上計画550億）が45.0％と低めですが、上期売上は計画どおり達成する見込み

です。　

　

報告セグメント別の状況は以下のとおりです。　

(当社報告セグメントはグループの販売体制をもとに構成されております。詳細については第４ 経理

の状況 １四半期連結財務諸表 注記事項 （セグメント情報等）を参照ください)

　

セグメントⅠ (牧野フライス製作所および国内連結子会社)

第１四半期における牧野フライス製作所の国内受注は前年同期比24.7％増となりました。産業機械、建

設機械、航空機産業などからのまとまった受注によるものです。したがって国内需要が一本調子で回復す

るとは考えておりません。　
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セグメントⅡ ( MAKINO ASIA PTE LTD )　

アジア子会社の第１四半期における受注は、前年同期比28.3％減となりました。前四半期比では6.3％

増であり、前年第２四半期からの減少傾向は下げ止まったと考えています。

中国では、インフレ抑制策である金融引き締めが徐々に緩和され、企業規模の小さな現地メーカからの

受注が緩やかに回復しました。マキノアジア社が開発製造する放電加工機と立形マシニングセンタが中

心です。自動車産業では外資系メーカが引き続き活発な設備投資を行っております。　

その一方で当社が重要視しているインド市場は、国際金融不安の影響を受け状況は悪化したままです。

　

　

セグメントⅢ ( MAKINO INC. )　

アメリカ子会社の第１四半期の受注は前年同期比41.3％増となり、過去最高の受注額でした。アメリカ

の経済指標は良い傾向を示しておりませんが、自動車産業、航空機産業に関連する当社主力市場の設備投

資意欲は活発です。受注は引き続き高水準に推移すると考えています。　

　

セグメントⅣ ( MAKINO Europe GmbH )　

円高の関係から現地工作機械メーカとの厳しい競合が続いています。欧州の輸出企業は設備投資意欲

が旺盛であり、航空機部品や微細加工向けなどの特長ある製品で対抗する所存です。　

　

その他　

９月中旬にシカゴ(アメリカ)で開催される展示会IMTS、11月初旬に東京で開催されるJIMTOFに向けて

新製品の開発に注力しています。　

上期には、これまでの当社ラインアップにない領域のマシニングセンタや放電加工機を中心に６機種

の新製品を発表する予定です。　

　

セグメント別の当第１四半期連結累計期間の業績については次の通りです。なお、各セグメント別の売

上高については、外部顧客への売上高を記載しています。

セグメントⅠ．（担当：牧野フライス製作所および国内連結子会社）は売上高88億７百万円（前年同

期比7.8％減）となりました。

セグメントⅡ．（担当：MAKINO ASIA PTE LTD）は売上高55億89百万円（前年同期比22.6％減）とな

りました。

セグメントⅢ．（担当：MAKINO INC.）は売上高89億６百万円（前年同期比106.6％増）となりまし

た。

セグメントⅣ．（担当：MAKINO Europe GmbH）は売上高14億45百万円（前年同期比26.9％減）となり

ました。

　
(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ44億48百万円減少し、1,739億

12百万円となりました。主な増減としては棚卸資産38億79百万円の増加、現金及び預金12億54百万円の減

少、受取手形及び売掛金44億34百万円の減少、投資有価証券13億27百万円の減少などが挙げられます。

　負債につきましては、支払手形及び買掛金8億49百万円の減少などにより、前連結会計年度末に比べ11億

82百万円減少し、934億28百万円となりました。

　また、純資産につきましては、為替換算調整勘定16億60百万円の減少などにより、前連結会計年度末に比
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べ32億66百万円減少し804億84百万円となりました。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

　
（株式会社の支配に関する基本方針）

当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下「基本方針」とい

います。）並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され

ることを防止するための取組み（会社法施行規則第118条第３号ロ(2)）の一つとして、当社株式等の大

規模買付行為に関する対応策（以下「本プラン」といいます。）を導入しております。その内容の概要は

次のとおりです。

　

Ⅰ．基本方針の内容の概要

当社は、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行

為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであ

る限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応

じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。

ただし、株式の大規模買付提案の中には、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損

なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは

株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。

そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の

皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要がある

と考えています。

　

Ⅱ．当該株式会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別

な取組みの概要

当社は1937年に創業以来、よりよい工業製品を効率的に生産することを意図する顧客に、常に最

適な工作機械と技術を提供し、高精度、高品位で信頼できる製品の供給者としての地位を確立する

ことを目指しています。

　

工作機械は、機械構造や機械力学、電子、電気、コンピュータプログラムなど多くの要素から構成

されており、生産財の中でも複雑な構造をした製品です。高精度、高品位な工作機械の供給者を志

す当社にとって、多くの知識とノウハウ、様々な関係者とのネットワークといった無形の資産は、

必要不可欠なものです。

その上で、当社の差別化にとってなにより重要なのは、国内外で活躍する多くの顧客との厚い信

頼関係です。当社への信頼のもと顧客の重要な情報を提供いただき、製品という形で問題を解決し

信頼に応えていくことにより、さらに信頼をいただく、という循環の中で当社の成長が成り立って

います。このような信頼こそ、当社の存立基盤であり、当社の成長と発展にとって最も重要な資産

と考えています。
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経済産業省が平成17年10月に作成した「知的資産経営の開示ガイドライン」では、「知の時代

が本格化する中、企業が持続的に発展していくためには、差別化を継続することが極めて重要であ

るが、 その源泉として、人材、技術、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の目に見えにくい

知的資産を活用した他社が真似することのできない経営のやり方がますます重要になってきてい

る。」と無形資産の重要性を説いています。

企業間の競争は激しさを増す中で、顧客の抱える加工課題はますます難しくなり、よりよい工業

製品を効率的に生産したいとする顧客は増えています。生産拠点の世界的な広がりと、工業の発展

を意図する地域の需要の増加もあり、最適な工作機械と技術を提供する必要性はよりいっそう高

まっています。このような状況に対応するため、有形・無形の資産の強化に取り組み、最適な工作

機械と技術を顧客に提供していくための基盤を強化し、顧客との信頼関係をさらに高めていきま

す。

このような取組みを通じて企業収益の拡大を図ることにより、中長期的に企業価値ひいては株

主共同の利益の向上に資することができると考えています。

　

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取組みの概要

当社取締役会は、基本方針に則り本プランを継続しています。

本プランは、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模

買付行為を行い、又は行おうとする者（以下、「買付者等」といいます。）との交渉の機会を確保

するために、買付者等が遵守すべきルールを策定しています。さらに、買付者等がルールを遵守し

なかった場合、あるいは遵守しても当社企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると

判断される場合には、当社が対抗措置をとることによって買付者等に損害が発生する可能性があ

ることを明らかにしています。これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益に資さない買付者等に対して、警告を行うものです。

なお、本プランは、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、独

立委員会規定に従い、当社社外取締役、当社社外監査役、又は社外の有識者で、当社の業務執行を行

う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）の

勧告を最大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明

性を確保することとしています。

また、本プランの有効期間は、平成26年６月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。た

だし、有効期間の満了前であっても、株主総会において変更又は廃止の決議がなされた場合又は、

取締役会により廃止の決議がなされた場合には、その時点で変更又は廃止されるものとします。

　

本プランの詳細は、当社ホームページ掲載の「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策

（買収防衛策）の継続について」（http://www.makino.co.jp/jp/ir/2011news/pdf/0516.pdf）

をご覧ください。
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Ⅳ．本プランが会社法施行規則第118条第３号ハに定める要件（イ 基本方針に沿うものであること、

ロ 当社の株主の共同の利益を損なうものではないこと、ハ 当社の会社役員の地位の維持を目的

とするものではないこと）に該当していると当社取締役会が判断する理由

　

1.　買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

本プランは経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益

の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益

の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足してい

ます。また、企業価値研究会が平成20年６月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収

防衛策の在り方」の内容を踏まえています。

　

2.　当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、大規模買付等がなされた際に、応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは

当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者

等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上

させるという目的をもって導入されるものです。

　

3.　株主意思を重視するものであること

本プランは平成23年６月23日開催の定時株主総会においてご承認いただいております。また、有

効期限は平成26年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであり、承認後も、株主総会において

変更又は廃止の決議がなされた場合には、変更又は廃止されます。従いまして、本プランの導入及

び廃止には、株主の皆様の意思が十分反映される仕組みとなっています。

　

4.　独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、取締役会の諮問機関として、当社の業務執

行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役、社外監査役又は社外の有識者から選任され

る委員３名以上により構成する独立委員会を設置し、対抗措置の発動等に当たっては当該独立委

員会の勧告を最大限尊重することとしています。

また、必要に応じ独立委員会の判断の概要について適時に情報開示を行うこととし、本プランの

透明な運営が行われる仕組みを確保しています。

　

5.　合理的な客観的発動要件の設定

本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されて

おり、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

　

6.　デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、取締役会により、いつでも廃止することができます。従って、デッドハンド型買収防

衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではあ

りません。

また、当社の取締役の任期は１年であり、スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成の交代を

一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありま

せん。

　

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は12億４百万円であります。
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なお、当第１四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年８月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 119,944,543119,944,543
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は
1,000株で
あります。

計 119,944,543119,944,543― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成24年６月30日 ― 119,944,543― 19,263― 32,619

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

① 【発行済株式】

平成24年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式  8,690,000

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式
単元株式数　1,000株

完全議決権株式(その他)
普通株式

110,823,000
110,823 同上

単元未満株式 普通株式　　431,543 ―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式
１単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 119,944,543― ―

総株主の議決権 ― 110,823 ―

(注) １　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式111株が含まれております。

２　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が17,000株(議決権17個)含まれ

ております。

　

② 【自己株式等】

平成24年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社牧野フライス製作所

東京都目黒区中根
二丁目３番19号

8,690,000― 8,690,000 7.25

計 ― 8,690,000― 8,690,000 7.25

(注)  当第１四半期会計期間末（平成24年６月30日）の自己株式数は8,690,348株（発行済株式総数に対する割合

7.25％）であります。

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成24年４月１日

から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

　

EDINET提出書類

株式会社　牧野フライス製作所(E01496)

四半期報告書

12/23



１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 28,935 27,680

受取手形及び売掛金 31,071 26,637

有価証券 1,000 999

商品及び製品 16,115 17,668

仕掛品 14,652 16,557

原材料及び貯蔵品 18,420 18,841

繰延税金資産 2,032 2,196

その他 3,907 2,699

貸倒引当金 △731 △728

流動資産合計 115,404 112,552

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 21,326 21,015

機械装置及び運搬具（純額） 3,229 3,341

工具、器具及び備品（純額） 2,007 2,127

土地 14,865 14,737

リース資産（純額） 2,111 2,132

建設仮勘定 166 285

有形固定資産合計 43,706 43,640

無形固定資産

その他 ※１
 985

※１
 983

無形固定資産合計 985 983

投資その他の資産

投資有価証券 13,183 11,856

長期貸付金 626 611

繰延税金資産 840 780

その他 4,086 3,947

貸倒引当金 △471 △458

投資その他の資産合計 18,265 16,737

固定資産合計 62,957 61,360

資産合計 178,361 173,912
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※２
 21,896

※２
 21,047

短期借入金 4,211 4,439

1年内返済予定の長期借入金 3,075 5,096

リース債務 497 519

未払法人税等 819 687

その他 12,681 13,681

流動負債合計 43,181 45,472

固定負債

社債 30,000 30,000

長期借入金 13,172 10,314

リース債務 2,166 2,150

繰延税金負債 3,766 3,321

退職給付引当金 499 387

役員退職慰労引当金 31 33

負ののれん ※１
 64

※１
 58

その他 1,727 1,689

固定負債合計 51,429 47,956

負債合計 94,611 93,428

純資産の部

株主資本

資本金 19,263 19,263

資本剰余金 32,595 32,595

利益剰余金 36,887 36,141

自己株式 △4,777 △4,777

株主資本合計 83,969 83,222

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,585 4,694

繰延ヘッジ損益 △2 16

為替換算調整勘定 △6,451 △8,111

その他の包括利益累計額合計 △869 △3,400

少数株主持分 649 661

純資産合計 83,750 80,484

負債純資産合計 178,361 173,912
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

売上高 23,057 24,749

売上原価 17,145 18,307

売上総利益 5,911 6,441

販売費及び一般管理費 5,510 6,188

営業利益 400 253

営業外収益

受取利息及び配当金 121 119

その他 103 142

営業外収益合計 225 262

営業外費用

支払利息 205 228

為替差損 99 331

その他 102 28

営業外費用合計 407 588

経常利益又は経常損失（△） 218 △72

特別利益

固定資産売却益 － 48

特別利益合計 － 48

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

218 △23

法人税等 291 270

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △72 △293

少数株主利益 18 14

四半期純損失（△） △91 △308
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △72 △293

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 383 △891

繰延ヘッジ損益 △26 19

為替換算調整勘定 △482 △1,661

その他の包括利益合計 △125 △2,533

四半期包括利益 △198 △2,827

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △216 △2,840

少数株主に係る四半期包括利益 18 12

EDINET提出書類

株式会社　牧野フライス製作所(E01496)

四半期報告書

16/23



【継続企業の前提に関する事項】

　　該当事項はありません。

　

【会計方針の変更等】

　
当第１四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

この変更による損益への影響は軽微であります。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

　
当第１四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

１．税金費用の計算  当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率

を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算す

る方法を採用しております。

　

【追加情報】

　

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

（連結納税制度の適用）

当社及び当社の一部の連結子会社は、当第１四半期連結会計期間より連結納税制度を適用しております。

 

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１  のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。相殺前の金額は次のとおりです。

　

　
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

のれん 1百万円 1百万円

負ののれん 65百万円 59百万円

差引 64百万円 58百万円

　

※２  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理し

ております。

なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高から除かれております。

　

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

支払手形 104百万円 102百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のと

おりであります。

　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

減価償却費 793百万円 861百万円

　

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月23日
定時株主総会

普通株式 445 4.00平成23年３月31日 平成23年６月24日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月22日
定時株主総会

普通株式 445 4.00平成24年３月31日 平成24年６月25日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。

当社グループの主な事業は工作機械の製造販売であります。製造は日本、アジアで行なっており、販売

は海外の重要拠点に子会社を展開して、グローバルな販売活動を行なっております。従いまして、当社グ

ループは下記Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの販売体制を基礎とした各社の所在地別のセグメントから構成されておりま

す。

報告セグメントⅠ．は牧野フライス製作所が担当するセグメントであり、主たる地域は日本、韓国、中

国、大洋州、ロシア、ノルウェイ、イギリス及びセグメントⅡ、Ⅲ、Ⅳに含まれないすべての地域です。

報告セグメントⅡ．はMAKINO ASIA PTE LTD(シンガポール)が担当するセグメントであり、主たる地域

は中国、ASEAN諸国、インドです。

報告セグメントⅢ．は、MAKINO INC.(アメリカ Ohio州Mason)が担当しているセグメントで、南北アメ

リカのすべての国です。

報告セグメントⅣ．は、MAKINO Europe GmbH （ドイツ Hamburg）が担当するセグメントであり、ヨー

ロッパ大陸（ノルウェイを除く）のすべての国です。

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　

報告セグメント

Ⅰ
（百万円）

Ⅱ
（百万円）

Ⅲ
（百万円）

Ⅳ
（百万円）

計
（百万円）

売上高 　 　 　 　 　

1.外部顧客への売上高 9,548 7,219 4,311 1,978 23,057

2.セグメント間の内部売上高
  又は振替高

7,033 1,445 46 ― 8,525

計 16,581 8,664 4,357 1,978 31,582

セグメント利益又は損失
（△）

△561 642 132 23 236

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 236

未実現利益の消去他 163

四半期連結損益計算書の営業利益 400

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。

当社グループの主な事業は工作機械の製造販売であります。製造は日本、アジアで行なっており、販売

は海外の重要拠点に子会社を展開して、グローバルな販売活動を行なっております。従いまして、当社グ

ループは下記Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの販売体制を基礎とした各社の所在地別のセグメントから構成されておりま

す。

報告セグメントⅠ．は牧野フライス製作所が担当するセグメントであり、主たる地域は日本、韓国、中

国、大洋州、ロシア、ノルウェイ、イギリス及びセグメントⅡ、Ⅲ、Ⅳに含まれないすべての地域です。

報告セグメントⅡ．はMAKINO ASIA PTE LTD(シンガポール)が担当するセグメントであり、主たる地域

は中国、ASEAN諸国、インドです。

報告セグメントⅢ．は、MAKINO INC.(アメリカ Ohio州Mason)が担当しているセグメントで、南北アメ

リカのすべての国です。

報告セグメントⅣ．は、MAKINO Europe GmbH （ドイツ Hamburg）が担当するセグメントであり、ヨー

ロッパ大陸（ノルウェイを除く）のすべての国です。

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　

報告セグメント

Ⅰ
（百万円）

Ⅱ
（百万円）

Ⅲ
（百万円）

Ⅳ
（百万円）

計
（百万円）

売上高 　 　 　 　 　

1.外部顧客への売上高 8,807 5,589 8,906 1,445 24,749

2.セグメント間の内部売上高
  又は振替高

7,211 1,265 50 33 8,560

計 16,018 6,855 8,957 1,478 33,309

セグメント利益又は損失
（△）

△260 275 301 △167 148

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 148

未実現利益の消去他 105

四半期連結損益計算書の営業利益 253

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

１株当たり四半期純損失金額   82銭 ２円77銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純損失金額(百万円) 91 308

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純損失金額(百万円) 91 308

普通株式の期中平均株式数(株) 111,261,223 111,254,284

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年8月10日

株式会社牧野フライス製作所

取締役会  御中

　

仰　星　監　査　法　人

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    中    川　  隆    之    印

　
代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    南　    成     人       印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社牧野フライス製作所の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計
期間（平成24年4月1日から平成24年6月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年4月1日から平成
24年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四
半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社牧野フライス製作所及び連結子会社
の平成24年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に
表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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